
議案第６１号 

 

人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについ 

て 

 

人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定に

より、人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので議会の意見

を求める。 

 

住　　所　　大阪府阪南市舞一丁目２９番１０号 

氏　　名　　仲　谷　宏 

生年月日　　昭和３３年９月８日生 

 

 

令和７年１２月⒉日提出 

 

 

阪南市長　上　甲　　　誠　　 

 

 

提案理由 

任期満了に伴う措置 
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履　　歴　　書 

 

仲　谷　 宏  
なか たに ひろし

昭和３３年９月８日生（満６７歳） 

 

現住所    大阪府阪南市舞一丁目２９番１０号 

 

学　　　　　歴 

昭和５６年　３月　　大阪教育大学教育学部卒業 

 

職　　　　　歴 

昭和５６年  ４月 

阪南町立上荘小学校教諭　 

昭和６２年　３月 

昭和６２年  ４月 

阪南町（市）立下荘小学校教諭　 

平成　７年　３月 

平成　７年  ４月 

泉南市立樽井小学校教諭　 

平成１０年　３月 

平成１０年  ４月　　 

阪南市立下荘小学校教諭　 

平成１６年　３月 

平成１６年　４月 

　　　　　　　　　　阪南市立下荘小学校教頭 

平成１９年　３月 

平成１９年  ４月 

阪南市立箱作小学校教頭　 
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平成２０年　３月 

平成２０年  ４月　　 

阪南市教育委員会事務局学校教育部学校教育課参 

事 

平成２１年　３月 

平成２１年　４月 

　　　　　　　　　　阪南市教育委員会事務局学校教育部学校教育課長 

平成２２年　３月 

平成２２年　４月 

　　　　　　　　　　阪南市教育委員会事務局学校教育学部理事 

平成２４年　３月 

平成２４年  ４月 

阪南市立下荘小学校長　 

平成２８年　３月 

平成２８年  ４月 

高石市立高石小学校長　 

平成３１年　３月 

平成３１年　４月 

高石市教育委員会事務局教育部こども未来室こど

も家庭課非常勤嘱託職員  

現 在 に 至 る　 

 

公　　職　　歴 

平成１１年　４月 

阪南市同和教育研究会事務局長　 

平成１２年　３月 

令和　５年　７月 

人権擁護委員　 
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現 在 に 至 る 
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人権擁護委員に選任提案されるに当たっての抱負  

 

仲　谷　宏  

 

  人権擁護委員は、憲法第１４条に規定されている人種、信条、性別、

社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、

差別されない権利、いわゆる基本的人権を擁護するとともに、人権擁護

委員法第２条（委員の使命）に基づいて、市民の基本的人権が侵犯され

ることのないよう監視し、侵犯された場合は、その救済のため、すみや

かに適切な処置をとるとともに、常に自由人権思想の普及に努めること

を、その使命とされています。  

　私は現在も、子どもと携わる仕事に就いていることから、特に子ども

の人権については人一倍関心があり、本年１月に施行された「阪南市子

どもの権利に関する条例」の下、子どもたちの健やかな成長がなされる

ためにも、大人はもちろん、子どもたち自身も人権の意味を考え、そし

て享受できる地域となるように尽力したいと考えております。  

　結びに、これからも複雑多様化する人権課題に合わせ、子どもの人権

問題をはじめ、部落差別や高齢者、障がいのある方などの他、ＬＧＢＴ

Ｑやインターネット上の差別などについても、これまで同様、自己研さ

んに努め、人権擁護委員の職務を全うすることで、人権侵害が生起しな

い地域づくり、まちづくりに寄与していくよう行動してまいります。  
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